

（別紙２）

令和８年度近畿地方港湾におけるヒアリ侵入状況確認調査及び防除等業務

業務請負条件

本業務は、ヒアリの侵入状況を確認するため、近畿地方の港湾およびその周辺において調査を実施することを目的としている。
本業務については、関係者との調整を含む道路や様々な土地・施設でのヒアリ類の調査に関する経験を有するとともに、近畿地方環境事務所管内において過年度複数地点からヒアリ類が確認されたことからアリ類の分類に関する知見等が必要である。以上の観点から、下記に従い業務請負条件に係る確認書類を提出すること。

記

（１）提出書類（様式）
1 過去５年以内に関係者との調整を含む港湾等でのヒアリ等の調査に係る業務を受注したことが確認できる書類（業務仕様書、業務契約書、及び報告書の写し等）。
2 同定を行う者が生物分類技能検定１級　動物部門（昆虫類専門分野）を有していることが確認できる書類（登録証の写し等）。または、大学や高等研究機関等でアリの研究実績が確認できる書類（学位論文、修士論文、学術論文等）。

（２）提出期限等
１）提出期限　
入札説明書のとおり。
２）業務請負条件資料の提出場所及び作成に関する問合せ先
入札説明書に同じ。
３）提出部数
入札説明書のとおり。
４）提出方法
入札説明書のとおり。
郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。
５）提出に当たっての注意事項
ア　持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時までとする。
イ　郵送する場合は、封書の表に「令和７年度近畿地方港湾におけるヒアリ侵入状況確認調査等業務に係る業務請負条件資料在中」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。
ウ　提出された業務請負条件資料は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。
エ　虚偽の記載をした業務請負条件資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。
オ　業務請負条件資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
カ　提出された業務請負条件資料は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報（個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等）を除いて開示される場合がある。

（３）審査の結果
入札説明書の通り



以上



（別添様式）
令和　　年　　月　　日
支出負担行為担当官
近畿地方環境事務所総務課長　殿

所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　


令和８年度近畿地方港湾におけるヒアリ侵入状況確認調査及び防除等業務にかかる
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標記の件について、次のとおり提出します。

1 過去５年以内に関係者との調整を含む港湾等でのヒアリ等の調査に係る業務を受注したことが確認できる書類（業務仕様書、業務契約書、及び報告書の写し等）。
2 同定を行う者が生物分類技能検定１級　動物部門（昆虫類専門分野）を有していることが確認できる書類（登録証の写し等）。または、大学や高等研究機関等でアリの研究実績が確認できる書類。
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